
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケラチン還元化合物を主剤とする、毛髪のパーマネント加工のための薬剤で、メルカプ
トカルボン酸エステルを含まず、かつ７～７．５のｐＨ値を示すものにおいて、
　前記薬剤が、二つの成分を使用する直前に混合することにより調合されるものであるこ
と、及び、前記成分の一方（成分Ａ）がケラチン還元化合物を含有し、かつ７以下のｐＨ
値を示す一方、他方の成分（成分Ｂ）が緩衝系として、アンモニアと、炭酸水素アンモニ
ウム又はカルバミン酸アンモニウムとから成る混合物を含有し、かつ８～１０のｐＨ値を
示すことを特徴とする毛髪のパーマネント加工用薬剤。
【請求項２】
　前記ケラチン還元化合物が、使用の準備ができた調合物において、５～２０重量％の量
で含有されていることを特徴とする請求項１記載の薬剤。
【請求項３】
　前記ケラチン還元化合物が、チオグリコール酸又はその塩、チオ乳酸又はその塩、２－
ヒドロキシ－３－メルカプトプロピオン酸又はその塩、システイン又はその塩、及びシス
テアミン又はその塩からなる群より選ばれたものであることを特徴とする請求項１又は請
求項２記載の薬剤。
【請求項４】
　前記緩衝系が８．５～９のｐＨ値を示すことを特徴とする請求項１～３いずれか１項記
載の薬剤。
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【請求項５】
　前記薬剤が、膨潤剤及び浸透剤を含まないことを特徴とする請求項１～４いずれか１項
記載の薬剤。
【請求項６】
　前記成分Ａが前記ケラチン還元化合物を含有する一方、前記成分Ｂが、前記緩衝系並び
に他の添加物を含有することを特徴とする請求項１～５いずれか１項記載の薬剤。
【請求項７】
　毛髪をパーマネント加工するための方法で、パーマネント加工薬剤を用いて毛髪を処理
して所望の形にする前に及び／又は後に、毛髪を水で濯ぎ、その後、酸化後処理し、水で
濯ぎ、場合によっては毛髪を濡らして整髪するウェーブの状態として、その後、乾燥させ
る方法において、
　パーマネント加工薬剤として、前記請求項１～６いずれか１項記載の薬剤を使用するこ
とを特徴とする、毛髪のパーマネント加工方法。
【請求項８】
　前記パーマネント加工薬剤を５～３０分間作用させることを特徴とする請求項７記載の
方法。
【請求項９】
　前記のパーマネント加工処理が、熱の作用なしに行われることを特徴とする請求項７記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、毛髪のパーマネント加工のための２成分からなる入手可能な薬剤、及び、これ
らの薬剤を使用した毛髪のパーマネント加工のための方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
これまでに知られているように、毛髪のパーマネント加工を行うための従来技術は、最初
の段階で、還元作用物質を含有する薬剤（毛髪加工薬剤）を用いて毛髪ケラチンのジスル
フィド結合を開裂させ、その後、毛髪を所望の形にして、引き続いてジスルフィド結合を
、酸化作用物質を含有した薬剤（固定剤）を用いて再び結合させるものである。
【０００３】
この場合において、還元作用物質としては、特に無機の亜硫酸塩、チオグリコール酸又は
チオ乳酸、及びそれらの塩、メルカプトカルボン酸エステル、システイン及びその誘導体
又は、システアミン及びその誘導体が使用される。
【０００４】
例えばチオグリコール酸グリセリンエステルのようなメルカプトカルボン酸エステルは、
皮膚温和性及び敏感危険性に関して満足のいくものでないことが知られている一方、チオ
グリコール酸を含有する調合物は一般に、充分な加工効果が保証されるためには、皮膚及
び毛髪にあまり温和でない８～９のｐＨ値を示さなければならないことが知られている。
この場合において、チオグリコール酸を含有する毛髪加工薬剤において必要なアルカリ性
ｐＨ値の調整は、モノエタノールアミン又はアンモニアと炭酸水素アンモニウムとの混合
物によって行われる。
【０００５】
　今日では一般的な緩衝系 (Puffersystem)は、酸性から弱アルカリ性のｐＨ範囲において
不安定であるために、傷んだ毛髪や、染色された毛髪や、漂白された毛髪に対する毛髪加
工薬剤の場合であっても、中性のｐＨ値に調整することができない。というのは、このよ
うな薬剤のｐＨ値は、安定性の理由から、せめて７．８～８の範囲になければならないか
らである。このため、既に傷んでいる毛髪が更に傷付くことになる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
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そのため、本発明の課題は、敏感に反応するメルカプトカルボン酸エステルを含まず、し
かも中性のｐＨ範囲（ｐＨ＝７～７．５）で、傷ついた毛髪に対しても通常の毛髪に対し
ても、一様で、かつ充分な効果の加工を可能にする、使用の準備ができた毛髪加工薬剤を
提供することにある。
【０００７】
７～７．５のｐＨを有し、二つの成分から使用する直前に製造される、メルカプトカルボ
ン酸エステルを含まない薬剤を使用した場合に、毛髪を保護し、しかも同時に充分な効果
の加工が実現できることが見い出された。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　それゆえ、本発明の対象は、ケラチン還元化合物を主剤とする、毛髪のパーマネント加
工のための薬剤であり、メルカプトカルボン酸エステルを含まず、かつ７～７．５のｐＨ
値を示すものにおいて、
　前記薬剤が、二つの成分を使用する直前に混合することにより調合されるものであるこ
と、及び、前記成分の一方（成分Ａ）がケラチン還元化合物を含有し、かつ７以下のｐＨ
値を示す一方、他方の成分（成分Ｂ）が緩衝系として、アンモニアと、炭酸水素アンモニ
ウム又はカルバミン酸アンモニウムとから成る混合物を含有し、かつ８～１０のｐＨ値を
示すことを特徴とする。
【０００９】
ケラチン還元化合物としては特に、チオグリコール酸又はその塩、チオ乳酸又はその塩、
２－ヒドロキシ－３－メルカプトプロピオン酸又はその塩、システイン又はその塩、及び
システアミン又はその塩を、単独であるいは組み合わせて使用することができる。
【００１０】
このようなケラチン還元化合物は、使用の準備ができた調合物中に５～２０重量％の量で
含有されることが好ましく、８～１６重量％の量が特に好ましい。
【００１２】
この緩衝系は、８．２～９．５のｐＨ値を示すことが好ましく、この際、８．５～９のｐ
Ｈ値が特に好ましい。
【００１３】
緩衝系の使用量は、ケラチン還元化合物の添加量、成分ＡのｐＨ値並びに、使用の準備が
できた毛髪加工薬剤についての好ましいｐＨ値に依存する。一般に、成分Ｂは、約１．５
～８重量％の緩衝系を含有し、この際、１～５重量％の量が好ましい。
【００１４】
使用の準備ができた毛髪加工薬剤は、成分Ａと成分Ｂの両方を使用する直前に混合するこ
とにより製造され、水溶液又はエマルジョンの形態であっても、水溶性の主薬からなる濃
厚化された形態、特にゲル、クリーム又はペーストであっても良い。
【００１５】
この薬剤のｐＨ値は７～７．５の範囲にあり、この際、７．１～７．５のｐＨ値が好まし
い。
【００１６】
もちろん、本発明の毛髪加工薬剤は、このような薬剤において一般で公知の、あらゆる添
加物、例えばカオリン、ベントナイト、脂肪酸、高級脂肪アルコール、澱粉、ポリアクリ
ル酸及びその誘導体、セルロース誘導体、アルギン酸塩、ワセリン又はパラフィン油のよ
うな濃厚化剤；例えば脂肪アルコール硫酸塩、脂肪アルコールエーテル硫酸塩、スルホン
酸塩、アルキルベンゼン硫酸塩、第四級アンモニウム塩、アルキルベタイン、オキシエチ
ル化アルキルフェノール、脂肪酸アルカノールアミド、オキシエチル化脂肪酸エステル、
蛋白質－脂肪酸－縮合生成物、オキシエチル化脂肪アルコール、アミンオキシド又はアル
キルポリグリコシドのようなアニオン性、カチオン性、両性又は非イオン性界面活性物質
の属からの網状剤又は乳化剤；例えばポリエチレングリコールエステル又はビニルピロリ
ドン／スチレン－共重合体のような更なる混濁剤；例えばエタノール、プロパノール、イ
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ソプロパノール又はグリセリンのようなアルコール；溶液媒体；安定化剤；緩衝物質；錯
体形成剤；芳香油；染料及び、例えばカチオン性ポリマー、ラノリン誘導体、コレステリ
ン、パントテン酸又はベタインのような毛髪調整成分及び毛髪理髪成分を含有することが
できる。上述の成分は、このような目的に対して一般的である量で使用され、例えば網状
剤や乳化剤は、この薬剤中に０．１～３０重量％、好ましくは０．１～８重量％の濃度で
含有できる一方、濃厚化剤は、この薬剤中に０．５～２０重量％の量で含有できる。
【００１７】
更に、本発明の毛髪加工薬剤には、毛髪が縮れるのを避けるために、ジチオ化合物、例え
ばジチオジグリコール酸、ジチオジ乳酸又はその塩を添加することができる。
【００１８】
本発明の毛髪加工薬剤は、例えば尿素、Ｃ 3  ～Ｃ 6  －アルカンジオール又はそれらのエー
テル、２－ピロリドン、イミダゾリジン－２－オン又はＮ－アルキルピロリドンのような
、いわゆる膨潤剤及び浸透剤を含まないことが好ましい。
【００１９】
緩衝系を含有する成分Ｂにおいては、前述の添加物が含まれることが好ましい一方、成分
Ａは、ケラチン還元化合物を含有することが好ましい。
【００２０】
本発明の毛髪加工薬剤は、保護されて、しかも効果的である毛髪の変形を可能にする。
【００２１】
更に、本発明は、毛髪をパーマネント加工するための方法で、パーマネント加工薬剤を用
いて毛髪を処理して所望の形にする前に及び／又は後に、毛髪を水で濯ぎ、その後、酸化
後処理し、水で濯ぎ、場合によっては毛髪を濡らして整髪するウェーブの状態として、そ
の後、乾燥させる方法において、パーマネント加工薬剤として、上記の本発明の薬剤を使
用することを特徴とするものでもある。
【００２２】
本発明の方法の好ましい実施態様の場合、まず最初に毛髪をシャンプーで洗浄し、その後
、水で濯ぐ。引き続き、タオルで拭いて乾燥させた毛髪を、一つ一つの毛髪の束に分け、
直径が５～３０ｍｍ、好ましくは５～１５ｍｍになるようにしてカーラー上に巻き付ける
。それから、この毛髪を、毛髪を変形させるのに充分な量、好ましくは６０～１２０ｇの
、前記の本発明の毛髪加工薬剤を用いて処理する。
【００２３】
毛髪のパーマネント加工のための充分な作用時間は、毛髪の性質、加工薬剤のｐＨ値及び
変形効果に応じて、並びに使用温度に依存して、５～３０分間（熱の作用のない場合は１
０～３０分間で、熱の作用のある場合には５～２０分間）であり、良好な毛髪保護の理由
から、熱を作用させない加工処理が好ましく、このような作用時間の後に、毛髪を水で濯
ぎ、その後、酸化後処理する（固定化）。この後処理剤は、毛髪の量に応じて、８０～１
００ｇの量で使用することが好ましい。
【００２４】
酸化後処理については、このような処理において今日まで使用されてきた任意の後処理剤
をいずれも使用することができる。例えば、このような後処理剤において使用可能な酸化
剤には、臭素酸カリウム及び臭素酸ナトリウム、過臭素酸ナトリウム、過酸化尿素、及び
過酸化水素があり、この際、過酸化水素の使用が好ましい。
【００２５】
酸化剤の濃度は、しばしば、使用時間（一般には５～１５分間）及び使用温度に依存する
。通常、使用の準備ができた水性の後処理剤における酸化剤は、０．５～１０重量％の濃
度で存在している。酸化後処理における薬剤は、もちろん、この他の物質、例えば網状剤
、カチオン性ポリマーやカチオン性界面活性剤のような理髪剤、弱酸、緩衝物質又は過酸
化物安定化剤を含有することもでき、水溶液やエマルジョンの形態であっても、水溶性の
主薬からなる濃厚化された形態、特にクリーム、ゲル又はペーストであっても良い。
【００２６】
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引き続いて、カーラーを取り除く。もし必要であれば、解かれた毛髪を更に酸化後処理す
ることもできる。その後、毛髪を水で濯ぎ、場合によっては、毛髪を水で濡らして整髪す
るウェーブ (Wasserwelle) の状態として、引き続き、乾燥させる。
【００２７】
以下の実施例は、本発明の対象を詳細に説明するためのものであって、これらの実施例の
対象に限定されるものではない。
【実施例】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
この成分ＡのｐＨ値は、６．０である。
【００２８】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
この成分ＢのｐＨ値は、８．５である。
【００２９】
使用する前に、１４ｇの成分Ａと、６６ｇの成分Ｂを一緒に混合する。このようにして得
られる毛髪加工薬剤のｐＨ値は、７．３である。
【００３０】
洗浄されて、タオルで摩擦した毛髪を、６ｍｍの直径を有するカーラー上に巻き付け、そ
の後、上記の毛髪加工薬剤を用いて一様にしっかり濡らす。
【００３１】
１８分間の作用時間後、この毛髪を充分に水で濯ぎ、その後、３％の過酸化水素水溶液８
０ｇを用いて酸化後処理する。カーラーを取り除いた後、毛髪を改めて水で濯ぎ、毛髪を
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濡らして整髪するウェーブの状態として、引き続いて乾燥させる。
【００３２】
このようにして処理した毛髪は、一様で、しかも激しい縮れを有する。
【００３３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
この成分ＡのｐＨ値は、５．２である。
【００３４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
この成分ＢのｐＨ値は、８．８である。
【００３５】
使用する前に、１８ｇの成分Ａと、６２ｇの成分Ｂを一緒に混合する。このようにして得
られる毛髪加工薬剤のｐＨ値は、７．２である。
【００３６】
この毛髪加工薬剤の使用は、実施例１に記載される方法にて行い、この際、毛髪加工薬剤
の作用時間は２０分間とする。
【００３７】
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この成分ＡのｐＨ値は、６．０である。
【００３８】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
この成分Ｂは、８．５のｐＨ値を有する。
【００３９】
使用する前に、１５ｇの成分Ａと、６６ｇの成分Ｂを混合し、使用の準備ができた、ｐＨ
＝７．５の毛髪加工薬剤を得る。
【００４０】
この毛髪加工薬剤の使用は、実施例１に記載される方法にて行い、この際、毛髪加工薬剤
の作用時間は１２分間とする。
【００４１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
この成分ＡのｐＨ値は、６．０である。
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【００４２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
この成分ＢのｐＨ値は、８．５である。
【００４３】
１２ｇの成分Ａを、６７ｇの成分Ｂと混合して、使用の準備ができた、ｐＨ＝７．４の毛
髪加工薬剤を得る。
【００４４】
毛髪を洗浄し、タオルを用いて摩擦し、８ｍｍの直径を有するカーラー上に巻き付ける。
引き続いて、この毛髪を、前記の毛髪加工薬剤を用いて一様にしっかりと濡らす。１５分
間の作用時間後、この毛髪を充分に水で濯ぎ、その後、３％の過酸化水素水溶液８０ｇを
用いて酸化後処理する。カーラーを取り除いた後、毛髪を改めて水で濯ぎ、毛髪を濡らし
て整髪するウェーブの状態として、引き続いて乾燥させる。
【００４５】
本願明細書において示されているパーセントは全て、他に示されていない限り、重量％を
示す。
【００４６】
【発明の効果】
本発明の、毛髪のパーマネント加工用薬剤は、敏感に反応するメルカプトカルボン酸エス
テルを含まず、しかも中性のｐＨ範囲を有するので、傷ついた毛髪に対しても通常の毛髪
に対しても、一様で、かつ充分な効果のパーマネント加工が可能である。
又、このような薬剤を使用する本発明の方法により、傷ついた毛髪に対しても通常の毛髪
に対しても、一様で、かつ充分な効果のパーマネント加工を行うことができる。
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